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年　　月　　日

　新潟県知事　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　事業者住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　代表者の職・氏名


令和８年度外国人材受入環境整備事業費補助金（外国人労働者日本語学習支援事業）の交付について（申請）

　標記補助金を下記のとおり交付されるよう、新潟県補助金等交付規則第３条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。

記


１　申請額　　　　　　　　金　　　　　　　円


２　連絡先
	担当者名
	
	電話番号
	

	役職
	
	メールアドレス
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別紙　様式第１号

外国人労働者日本語学習支援事業　実施計画書
	[bookmark: _Hlk192079923]法人名
(受入事業所等名)
	
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	業　種
	

	受入事業所等
所在地
	〒


	担当者連絡先
	担当者名：　　　　　　　　　　　　　電話番号：
メールアドレス：

	【事業内容】 ※１
１　具体的な取組内容（受講する内容）



２　実施場所



３　取組により期待される効果（日本語能力試験の目標など）



４　現在の外国人労働者の受入人数
　　　人（うち本事業の対象者　　人）



	補助金交付申請に際しての確認事項 ※２
	☐本事業の対象となる外国人労働者は、当事業所において
継続的な就労を希望していることを確認済み

	消費税の取り扱い ※３
	一般課税事業者　・　簡易課税事業者　・　免税事業者


※１　複数の取組を実施する場合は、各取組の内容が分かるように記載すること。
※２　確認のうえ、✓を付けること。
※３　該当するものに「〇」を付けること。


別紙　様式第１号（付表）　外国人労働者日本語学習支援事業　対象経費区分
（単位：円）
	
	支出予定額
	支出内訳

	
	補助対象
	補助対象外
	計
	補助対象
	補助対象外

	報償費
（受講料、講師に対する謝礼金）

	




	
	




	
	

	需用費
（教材費、印刷・製本料等）

	




	
	




	
	

	その他




	




	




	




	
	

	合計
	
	
	
	



別紙　様式第２号

外国人労働者日本語学習支援事業　経費積算書

[bookmark: _Hlk192080263]（単位：円）
	費      目
	金額
	備考

	補助対象経費　　　　　　　　　　　　　Ａ
	
	

	寄付金その他収入額　　　　　　　　　　Ｂ
	
	

	差引額（Ａ-Ｂ） 　　　　　　　　　　　　Ｃ
	
	

	補助率　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ
	1/2
	

	補助金算定額（Ｃ×Ｄ）　　　　　　　　　Ｅ
※千円未満の端数切捨て
	
	

	交付上限額　　　　　　　　　　　　　　Ｆ
	500,000
	

	ＥとＦを比較しての少ない額　　　　　　Ｇ
（＝補助金交付申請額）
	
	

	市町村等から交付を受ける補助金等　　　Ｈ
※該当がある場合のみ、市町村等担当課名及び補助金等名を備考に記載すること
	
	


・Ａ欄には「別紙様式第１号（付表）対象経費区分」の支出予定額のうち、「補助対象」の合計額を記載すること。


補助金振込口座登録様式

	金融機関名
	
	支店名
	

	口座種別
	普通・当座・その他
	口座番号
	

	口座名義
	（カタカナ）

	
	

	
	（漢字）

	
	




交付申請にあたってのチェックリスト
（外国人労働者日本語学習支援補助金）

実施する事業内容と照らし合わせのうえ、チェックリストへ記入☑してください。

法人名：　　　　　　　　　　　　　

	要件
	該当の場合☑

	１．外国人材の受入・定着を目的として、その実現に向けた取組である
	☐
	２．令和9年2月末までに完了（経費の支払いも含む）予定の事業である
	☐
	３．本補助金とは別に、国又は新潟県から補助金等が交付される事業ではない
	☐
	４．本補助金とは別に、市町村等から補助金等が交付される事業ではない、又は、交付を受ける（申請中を含む）補助金等があることを「経費積算書」に記載している
	☐
	５．事業の対象とする外国人労働者は事業所が直接雇用し、県内で就労中であり、本人も継続的な就労を希望している者である
※インターンシップのように実習期間終了＝帰国となる者や派遣、アルバイトとしての受入れで継続的な就労が見込まれない者は、認められません
	☐
	６．県の交付決定後に受講を開始する予定の日本語学習である、又は、既に受講を開始している日本語学習に本補助金の交付を契機とした新たな取組※を付加して行うものである
※新たな取組例
・受講するカリキュラムの追加
・達成目標とする日本語レベルを上げ、それに応じて受講
内容を変更
・受講を終了する予定であったが、補助金交付を機に受講
期間を延長する　など
	☐
	７．従業員の給料等人件費は計上していない
	☐
	８．補助金交付申請書には、申請額の根拠を示した資料（見積書等）を添付し、千円未満の端数を切捨てしている
	☐


＊ 上記要件を満たし、交付申請書類の必要事項を全てご記載いただいていれば申請を受理し、審査を行います（受理をしても、必ずしも交付決定を担保するものではありません）
＊ 要件を満たさない場合は受理できず、審査対象となりません

